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○協議第13号資料（21.慣行の取扱い：都市宣言等） 

堺  市 美 原 町 

 

「平和」と「暴力排除」都市宣言に関する決議 
 

 社会秩序を破壊する暴力は市民の敵であって、社会と家庭生活を暗

くする最大の禍根である。特に、最近における暴力事犯一般の動向は、

内容的に悪質化するばかりでなく、量的にも増加の一途をたどり、し

かも犯罪非行の主体が低年齢層に移行する傾向にあって、憂慮に堪え

ないものである。 
 この際、これらの表面化した暴力現象を排除することはもちろん、

その原因を分析究明し、もって事犯の発生防止に努め、潜在する暴力

意識の根絶を期し、真に暴力のない平和で明るい生活環境をうちたて

ることが急務である。そのためには、関係各機関団体の緊密な連携と

市民大衆の協力を得て、速やかに暴力否定の市民態勢を樹立し、平和

で安定した市民生活の擁護を強力に推進すべきである。 
 よって、本市議会はここに堺市を「平和」と「暴力排除」都市とす

ることを宣言する。 

  昭和 51 年 12 月 23 日 
 

堺 市 議 会 
 

 

暴力団排除に関する決議 
 

 暴力のない、平和で明るい街づくりは、美原町住民全ての願いであ

る。 
 暴力団は、平和な住民の生活を脅かし、社会秩序を破壊する住民の

敵であり、暴行、脅迫、覚醒剤の密売といった数多くの罪悪をもたら

すのみならず、最近では、暴力団の威力を利用して、風俗関係業者等

に対するみかじめ料、工事関係者に対する迷惑料等を要求して住民に

多大の不安と被害を与えるなど、住民を食い物にして資金獲得を図っ

ている。 
 このような傍若無人な振る舞いは、憲法で保証された個人の生命、

自由、幸福追求の権利が著しく侵害されることとなり、法治国家にお

いては断じてゆるされるべきものではない。 
今、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」の成立を 

契機に、各地で拡がる暴力団事務所撤去運動等、これまで泣き寝入

りを強いられてきた多数の住民がここぞとばかり立ち上がり、暴力

団を排除する気運はかってない高まりをみせている。 

 
 

参考資料１ 
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○協議第13号資料（21.慣行の取扱い：都市宣言等） 

堺  市 美 原 町 

 
 

今こそ暴力団を排除する絶好の機会といえ、住民の総力をあげて関

係機関と一体となった暴力団排除の施策をより強力に推進しなけれ

ばならない。 

 我々は、如何なる暴力も否定し、組織の威力を背景に不当、不法な

要求をもって住民を脅かす暴力団の存在そのものを断じて許しては

ならないのである。 

 よって、本町議会は、取締当局をはじめ関係行政機関と住民が一体

となった暴力団排除の諸活動をより一層支援することを表明し、社会

のあらゆる分野から暴力団の資金源を断ち、暴力団の根絶を強く宣言

するものである。 

 以上、決議する。 

  平成５年３月 24 日 
 

大阪府南河内郡美原町議会 
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○協議第13号資料（21.慣行の取扱い：都市宣言等） 

堺  市 美 原 町 

人権擁護都市宣言に関する決議 

 
 人は、すべて生まれながらに自由であり、人間として尊ばれ、人間

として生きる権利を有している。 
 私たちは、過去幾多の試練を経て、基本的人権の享有を保障する日

本国憲法のもとに、真に平和で民主的な社会の建設をめざしてきた。

また、私たち堺市民は、先に総調和を理念とする市民憲章を制定し、

勤労を愛し、教育に力を注ぎ、相互扶助と社会秩序を尊重し、市民共

同の差別のない、豊かな都市づくりをめざしてきた。 
 しかし、現実の社会は、人間疎外と社会意識や道徳心の欠如を生み、

特に、日本国憲法にうたわれた思想・信条・性別・社会的身分等にお

ける人間皆平等が軽視されがちであるばかりか、部落差別などにみら

れる人権侵害の事象もあとを絶たない。 
 市民とともに希求した国際人権規約の条約批准を契機に、改めて基

本的人権の尊厳を認識し、人間平等の社会的基盤の確立をめざして、

市民すべてのたゆまない努力を行うことを確認し、ここに本市を「人

権擁護都市」とすることを宣言する。 

  昭和 55 年５月 31 日 
 

堺 市 議 会 
 

人権擁護都市宣言に関する決議 

 
 我々は、平和、民主主義、基本的人権の尊重を基本とする世界に誇

り得る日本国憲法を有し、基本的人権の享有は永久の権利として、何

人にも保障されている。 
 しかし、現実の社会は、人間疎外と社会意識や道徳心の欠如を生み、

部落差別をはじめ、障害者差別、外国人差別、女性差別や子どもに対

する差別などにみられる人権侵害の事象が跡を絶たない状況です。 
 本年の世界人権宣言 45 周年を契機に、人権意識の高揚を図り、真

の民主社会の建設に向け、ゆるぎない信念と決意のもと、基本的人権

の擁護とあらゆる差別の撤廃を目指すことを確認し、ここに本町を

「人権擁護都市」とすることを宣言する。 
 以上、決議する。 

  平成５年 12 月 22 日 
 

大阪府南河内郡美原町議会 
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○協議第13号資料（21.慣行の取扱い：都市宣言等） 

堺  市 美 原 町 

非核平和都市宣言に関する決議 

 
 いま、世界は核保有国のはてしない核軍拡競争の中で、人類の生

存そのものが脅やかされている。 
 私たちは世界ではじめて原爆の洗礼をうけた国民として再び「広

島｣｢長崎」の惨禍を繰り返させてはならない責任を負っている。本

市もかつての戦争で空襲による大被害をうけ焦土と化したが、もし

今日、戦争が起これば一瞬のうちに潰滅するであろう。 
 今こそ、私たちは平和憲法と市民の平和で安全な生活を守るため、

世界の人びとと手をつなぎ、核兵器の完全禁止を強く訴えるととも

に非核三原則の堅持を政府に約束させ、将来にわたっていかなる核

兵器、核関連部隊も本市内及びその周辺に配備、貯蔵を許さず、ま

た通過航行も認めるべきではない。 
 私たちは平和な社会の実現を願う全市民の声に耳を傾け、すべて

の核兵器が廃絶されるまで行動することを確認し、ここに本市を「非

核平和都市」とすることを宣言する。 

  昭和 58 年３月 25 日 
 

堺 市 議 会 
 
 

非核平和都市宣言に関する決議 

 
 真の恒久平和は、人類共通の念願である。 
 しかるに、米・ソ超核大国による核軍拡競争は拡大均衡をめざす

という口実でますます激化し、世界の平和と安全に重大な脅威と危

機をもたらしている。 
 わが国は、世界で唯一の被爆国であり、再び「広島、長崎」を絶

対に繰り返させてはなりません。 
 わが美原町においても日本国憲法に掲げる恒久平和主義の理念を

町民生活の中に生かし継承させていくことが、地方自治の基本条件

の一つであり、これをなくしては、美原町のめざす、よりよい社会

環境は望めない。 
 よって、町はあらゆる国のあらゆる核兵器を拒否するとともに、

国是である非核三原則（作らず・持たず・持ち込まず）の厳守を政

府に強く求めるものである。 
 さらに、町民に対し核兵器廃絶の啓蒙を行い、あわせて核兵器の

廃絶を全世界に向かって訴え、ここに本町を「非核平和都市」とす

ることを宣言する。 

  昭和 59 年９月 28 日 
大阪府南河内郡美原町議会 
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○協議第13号資料（21.慣行の取扱い：都市宣言等） 

堺  市 

世界不戦への平和都市宣言に関する決議 

 
 欧州中距離核戦力（INF)制限交渉の中断、戦略兵器削減交渉

（START)の無制限の休会、そして米ソ間の中距離ミサイルの新たな

配備競争などにみられるごとく核戦争すなわち地球滅亡の危機は日

一日と高まっているといっても過言ではない。 

 私たち恒久平和を希求する世界すべての人たちは、イデオロギー

の相違や国家体制の壁を乗りこえて、世界不戦への意思を結集する

ことが必要である。 

 核時代における人類生存の道は、あらゆる戦争の否定と不戦の心

であることを銘記し、私たちはここに堺市を「世界不戦への平和都

市」とする旨を宣言する。 

  昭和 59 年３月 29 日 
 

堺 市 議 会 

水辺環境を美しくする都市宣言に関する決議 

 
 都市がいきいきとした魅力あふれる生活空間となるためには、都

市活動を支える機能面の整備だけではなく、市民が生活の中で「ゆ

とり」や「うるおい」を感じることができる快適性を備えることが

必要である。 

 本市には、臨海部における海辺、大和川をはじめとした河川や数

多くのため池、さらに中世の環濠都市のなごりをとどめる内川や旧

堺港などの水辺空間が存在している。 

 これらの海、河川、ため池を親水性のある空間として実現するた

めには、良好な水質の確保などの環境保全に努めるとともに、市民

が「やすらぎ」と「うるおい」を感じられる空間として整備するこ

とが求められる。 

 よって、本市議会は、水に親しめる市民の憩いの場として水辺空

間を創出するため、本市を「水辺環境を美しくする都市」とするこ

とを宣言する。 

  平成３年 12 月 24 日 
 

堺 市 議 会 
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○協議第13号資料（21.慣行の取扱い：都市宣言等） 

堺  市 

福祉都市宣言に関する決議 
 
 日本国憲法及び世界人権宣言に明示されている基本的人権の理念

に基づき、高齢者や障害者などすべての人々が、家庭や社会の大切

な構成員として尊重されることは市民の願いである。 

 よって、堺市議会は、誰もが生きがいに満ちた生活を送るために

は、国、府、市が一体となって様々な施策の拡充をはかるとともに、

すべての市民が価値観の違いを越えて互敬互助の心を養い、社会的

努力を行うことが、豊かな福祉社会を創造することであるとの認識

のもとに、ここに本市を「福祉都市」とすることを宣言する。 

  平成４年６月 24 日 
 

堺 市 議 会 

自 治 体 環 境 宣 言             
 
 さわやかな大気、清らかな水、豊かな緑など、自然は生きとし生

けるものの母胎であり、人間と動植物に生存基盤を与えるのみなら

ず、地球に住むものに調和をもたらすものである。 

 しかし、大気汚染、水の汚濁、緑の枯渇などの自然環境の破壊は

今や地域から地球規模に拡大し、人類の生存基盤が危うくなりかね

ない事態を迎えている。 

 我々は、自然環境がもたらす恵みと資源を守り育て、人間の英知

の証として自然との共存のもとに、調和のとれた人間環境をつくり

あげていく。 

 健全な自然環境が人間の営みと不可分なものであることを深く認

識し、これまでの資源・エネルギー多消費社会を見直し、次世代を

はじめ後世に禍根を残さない、リサイクル社会の形成をめざす。 

 我々は、地球の一市民として、住民、企業、自治体が一体となり、

地球環境の保全と環境にやさしい町づくり、地域づくりに取り組む

ことを、ここに宣言する。 

  平成５年９月 22 日 

堺 市 議 会 
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○協議第13号資料（21.慣行の取扱い：都市宣言等） 

堺  市 

健康都市宣言に関する決議               

 
 今日、経済の成長、交通・情報通信システムの整備などさまざま

な分野における進展にともなって、私たちの生活水準は向上し、物

質的には豊かで便利になった。 

 しかしながら、地球温暖化や水質・大気汚染などの環境問題、新

たな感染症等の出現など、私たちの健康をおびやかす問題も生じて

いる。 

 また、かつて経験したことがない少子高齢社会を迎え、人々が生

き生きと過ごすためには、心身ともに健康であることが市民全体の

願いとなっている。 

 よって、私たちは、市民一人ひとりが生涯にわたり、心とからだ

の健康づくりに努め、人権が尊重され健やかで生きがいのある日々

を過ごし、郷土として誇れるわがまち堺を築くことを誓い、ここに

本市を「健康都市・堺」とすることを宣言する。 

  平成 10 年３月 25 日 
 

堺 市 議 会 
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○協議第13号資料（21.慣行の取扱い：都市宣言等） 

美 原 町 

「ゆとり宣言」に関する決議 

 
 すべての国民が生活にゆとりをもち、充実した自由な時間とうる

おいのある生活を送ることができるようにすることは、人間性豊か

な社会の建設にとって極めて重要である。 

 しかし、我が国の労働時間の現状は、欧米諸国と比較して年間 200

時間から 500 時間も長く、そのことが多くの勤労国民の「家庭の幸

せ」づくりの障害となり、豊かさが実感できない大きな要因となっ

ている。 

 美原町議会は、ここに「ゆとり宣言」を行い、すべての国民が週

に２日は仕事の手を休め、ときどき長い休みを楽しみ、日に団らん

のある暮らしが送れるよう、労働時間の短縮・生活環境の整備など、

条件整備に全力を尽くします。 

 以上、決議する。 

  平成２年６月 29 日 
 

大阪府南河内郡美原町議会 
 

 

 



○協議第13号資料（21.慣行の取扱い：市(町)の歌）

堺 市 美 原 町

中 川  至 誠　作詞 喜 志　邦 三　作詞
竹 中   　郁　補訂 大 野　正 雄　作曲
平 井 康三郎　作曲 坂 下　 　滉　編曲

1 空が　空が　あかるい空が 1 未来は広し　日に月に
われらを　かこむ　今かこむ 伸びゆくわが町　美原町
堺をいのる　歌ごえに 　集まる道は　また分れ
あわす力を　まごころを 　山のかなたに　つらなりて
　ふるさとに　ふるさとに 　　栄ゆる郷土の　軸となる
　さあ　あたらしく
　挙げてゆく

2 海が　海が　かがやく海が　 2 緑よしげれ　野も丘も
われらを　てらす　今てらす ゆたけきわが町　美原町
世界にむかう　この胸に 　生まれしものも　住むものも
こもる　歴史が　伝統が 　ここに励みて　やすらいて
　ふるさとに　ふるさとに 　　日毎にかがやく　光あり
　さあ　やすみなく
　生きてゆく

3 窓が　窓が　さざめく窓が　 3 文化のかおり　うるわしく
われらを　さそう　今さそう 明るきわが町　美原町
自由と自治の　たいまつを 　心と心　ふれあいて
まもる　誇りを　しめしあう 　仰ぐわれらの　青空に
　ふるさとに　ふるさとに 　　明日また希望の　日よ昇れ
　さあ　たかだかと
　燃やしゆく

堺　市　民　の　歌 美　原　町　町　歌

　

参考資料２
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○協議第13号資料（21.慣行の取扱い：市(町)の歌）

堺 市 美 原 町

藤 本　義 一　作詞 喜 志　邦 三　作詞
服 部  克 久　作曲 大 野　正 雄　作曲

坂 下     滉　編曲

風になれ 1 雀さわぐな　桜の下で
風になれ 会うて見かわす　チョイト顔と顔
この街を行く風になれ ふたり行きます　法雲寺　ソレ

風になろう ※ 美原音頭で　ヨイヤサノサ
風になろう 　 踊る手ぶりも　ヨイヤサノサ
この街を行く風になろう

2 いつも丹比の　鳥居をくぐり
フェニックス　フェニックス いとしお方を　チョイト松並木
フェニックスの大きな葉群 月の明かりが　邪魔になる　ソレ
君の力で
羽搏く大きな翼にしよう 3 姿やさしい　黒姫山は

池のおもてに　チョイト水鏡
羽搏け　羽搏け　羽搏け　羽搏け かわいいあの娘も　水かがみ　ソレ
飛び立とう　東の空へ
まっしぐら　東の山へ 4 行きも帰りも　高橋こえて

八日薬師へ　チョイト月参り
君の目の前に 人に言えない　胸の内　ソレ
金剛の山のいただき
君の目に下に 5 晴れてうれしい　三々九度の
ひろがる街を見よう 式は菅生の　チョイト神の前
ふもとに息ずく君の街 幼なじみの　お社で　ソレ
堺を見よう
堺　堺　堺を見よう

風になれ
風になれ
この街を行く風になれ

風になろう
風になろう
この街を行く風になろう

美　原　音　頭堺 讃 歌  ｢ 風　に　な　れ ｣
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○協議第13号資料（21.慣行の取扱い：市(町)の歌）

堺 市 美 原 町

フェニックス　フェニックス

フェニックスの大きな葉群

君の力で

羽搏く大きな翼にしよう

羽搏け　羽搏け　羽搏け　羽搏け

飛び立とう　西辺の空へ

まっしぐら　西辺の海へ

君の目の前に

瀬戸内の海の潮騒

君の目の下に

ひろがる街を見よう

波間に息ずく君の街

堺を見よう

堺　堺　堺を見よう

羽搏きとめずに

舞い上れ

渾身の力ふりしぼり

舞い上れ　舞い上れ

君はフェニックス

永遠の力やどすフェニックス

山と海の境を行くフェニックス

広げよう君の翼

羽搏こう君の翼

その胸に翼で包もう　君の街

山と海の君の街

山と海の境なる街

山と海の境なる街　堺
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○協議第13号資料（21.慣行の取扱い：市(町)の歌）

堺 市 美 原 町

羽搏きとめよう
羽搏きとめよう
耳をすまそう
耳をすまそう
君の街の声を聞こう
君の住む街の声を聞こう

住んでる堺
生きてる堺
そやさかい
そや　そや　そや　そや
そやさかい
住んでる堺
生きてる堺
そやさかい
そや　そや　そや　そや　そやさかい
しんどい　しんどい　いわんとこ
いうたらあかん　笑われる
いうたらあかん　嫌われる
夜市の蛸に笑われる
住んでるさかい
生きてるさかい
そやさかい
そや　そや　そや　そや　そやさかい
あんじょう　あんじょう　いつまでも
おおきに
あんじょう
おおきに
あんじょう
おおきに　おおきに　生きていこ
生きてるさかい
そやさかい
住んでるさかい
そやさかい
そや　そや　そや　そや　そやさかい
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○協議第13号資料（21.慣行の取扱い：市(町)の歌）

堺 市 美 原 町

さあ　羽搏こう

風になれ

御陵をわたる風になれ

水面をわたる風になれ

この街を行く風になれ

風になれ

風になれ

この街を行く風になれ

風になろう

風になろう

この街を行く風になろう

フェニックス　フェニックス

フェニックスの大きな葉群

君の力で

羽搏く大きな翼にしよう
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